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議案第９号

令和８年度越生町一般会計予算

令和８年度越生町一般会計予算を別冊のとおり定めることについて議決を求める。

令和８年３月３日提出

越生町長 新 井 康 之

提 案 理 由

令和８年度越生町一般会計予算を調製したので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により提出

するものである。



 



令和８年度越生町一般会計予算

令和８年度越生町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，０６９，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 「第１表 歳入歳出予算」による。、

（地方債）
第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は 「第２表 地方債」による。、

（一時借入金）
第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）
第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費にかかる予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の
各項の間の流用。

令和８年３月３日提出

越生町長 新 井 康 之
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（単位　千円）

起債の方法

第 ２ 表　地　方　債　

起　債　の　目　的 限　度　額 利　率 償　還　の　方　法

防災施設整備事業債 83,600

普通貸借
（証書借入）

又は
証券発行

合　　　計 93,300

公民館等維持管理費事業債 9,700

         ５．０％以内
(ただし、利率見直し方式で借り
入れる政府資金及び地方公共団体
金融機構資金について、利率の見
直しを行った後においては当該見
直し後の利率）

政府資金については、その融通条
件により、銀行その他の場合は、
その債権者と協定した融通条件に
よる。ただし、町財政の都合によ
り、据置期間を短縮し、若しくは
繰上償還又は、低利に借換えるこ
とができる。
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令和８年度

当初予算に関する説明書
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１　特別職

9,807

4.25

12,122

4.25

0

0

9,303

4.20

11,979

4.20

0

0

504

0.05

143

0

0

0

本年度

前年度

比　較

△ 4,640

計 △ 72 △ 4,640 0 0 647 0 0 △ 3,993 △ 2,164 △ 6,157

その他の
特 別 職

△ 72 △ 4,640 0 0 0 0 △ 4,640 0

△ 1,078

議　員 0 0 0 0 0 0 143 △ 582 △ 439

長　等 0 0 0 0 0 0 504 △ 1,582

13,427

計 260 43,187 23,268 0 21,282 51 2,327 90,115 14,383 104,498

その他の
特 別 職

246 13,427 0 0 0 0 13,427 0

41,710

議　員 11 29,760 0 0 0 0 41,739 7,622 49,361

長　等 3 0 23,268 0 51 2,327 34,949 6,761

8,787

計 188 38,547 23,268 0 21,929 51 2,327 86,122 12,219 98,341

その他の
特 別 職

174 8,787 0 0 0 0 8,787 0

40,632

議　員 11 29,760 0 0 0 0 41,882 7,040 48,922

長　等 3 0 23,268 0 51 2,327 35,453 5,179

給　　　　与　　　　費　　　　明　　　　細　　　　書

（単位　千円）

給　　　　与　　　　費

区　分
職員数
（人）

共済費 合　計 備　考
報　酬 給　料 地域手当

期末手当
年間支給率

（月分）
通勤手当

退職手当
負担金

計
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２　一般職

（１）　総括

       ( 122)

109

       ( 129)

112

(△ 7)　

△ 3

※　括弧内は、短時間勤務職員で外書き。

本年度 10,536 17,238 13,200 122,401 101,914 15,033 5,616 8,820 7,980 1,234 1,000 50,511

前年度 10,776 8,847 14,280 118,020 98,588 15,779 5,245 8,880 7,763 1,151 1,000 78,564

比　較 △ 240 8,391 △ 1,080 4,381 3,326 △ 746 371 △ 60 217 83 0 △ 28,053

　　ア　会計年度任用職員以外の職員

        (   1)

109

        (   0)

112

(　1)　

△ 3

※　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものを記載。

※　括弧内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

本年度 10,536 17,238 13,200 97,830 81,222 15,033 5,616 8,820 7,980 1,234 1,000 50,511

前年度 10,776 8,847 14,280 93,751 78,239 15,779 5,245 8,880 7,763 1,151 1,000 78,564

比　較 △ 240 8,391 △ 1,080 4,079 2,983 △ 746 371 △ 60 217 83 0 △ 28,053

比　較 0 △ 4,610 △ 14,055 △ 18,665 1,541 △ 17,124

職員手当
の内訳

区　分 扶養手当 地域手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当
時間外

勤務手当
通勤手当 住居手当 児童手当 日直手当

管理職員
特別勤務手当

退職手当
負担金

備考

本年度 0 426,527 310,220 736,747 133,389 870,136

前年度 0 431,137 324,275 755,412 131,848 887,260

児童手当 日直手当
管理職員

特別勤務手当

退職手当
負担金

備考

区　分
職員数
（人）

共済費 合計 備考

職員手当
の内訳

区　分 扶養手当 地域手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当
時間外

勤務手当
通勤手当

区　分
職員数
（人）

共済費

本年度 137,980 426,527 355,483 919,990 164,000

前年度 134,163 431,137 368,893 934,193 156,926

比　較 3,817 △ 4,610

（単位　千円）

給与費

報酬 給料 職員手当 計

（単位　千円）

給与費

報酬 給料 職員手当 計

合計 備考

1,083,990

1,091,119

△ 13,410 △ 14,203 7,074 △ 7,129

住居手当
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　　イ　会計年度任用職員

( 121)　

( 129)　

      (△ 8)　

※　この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものを記載。

※　括弧内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で

　外書き。

本年度 0 0 0 24,571 20,692 0 0 0 0 0 0 0

前年度 0 0 0 24,269 20,349 0 0 0 0 0 0 0

比　較 0 0 0 302 343 0 0 0 0 0 0 0

（２）　給料及び職員手当の増減の内訳

14,075

△ 22,928

8,391

△ 24,295

　　勤勉手当支給率の改定に伴う増

手　当 △ 13,410
制度改正に伴う増減分

2,494

区　分 増減額 増減事由別内訳 説明 備考

給　料 △ 4,610 昇給に伴う増減分 4,243
　　昇給対象職員数　１０２人

　　昇給月　１月

その他の増減分 新規採用職員及び退職者の給料総額の差による減等

職員手当
の内訳

区　分 扶養手当 地域手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当
時間外

勤務手当
通勤手当

前年度 134,163 　　　　　　　　　　　　　　－ 44,618 178,781 25,078 203,859

比　較 3,817 　　　　　　　　　　　　　　－ 645 4,462 5,533 9,995

区　分
職員数
（人）

共済費 合計 備考

本年度 137,980 　　　　　　　　　　　　　　－ 45,263 183,243 30,611 213,854

令和７年１２月適用

　　その他、給料表改定に伴うはね返り

　　職員の地域手当の増 令和８年４月適用

　　その他の増減分 退職手当負担金の減等

　　期末手当支給率の改定に伴う増

（単位　千円）

給与費

報酬 給料 職員手当 計

（単位　千円）

給与改定に伴う増減分 　　給料表改定に伴う増 令和７年４月適用

住居手当 児童手当 日直手当
管理職員

特別勤務手当

退職手当
負担金

備考
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（３）　給料及び職員手当の状況

　　　ア　職員１人当たり給与

国の制度

一般行政職

高　校　卒 206,700 200,300

大　学　卒 237,600 232,000

区　分 一般行政職

　　　イ　初任給 （単位　円）

区　分 一般行政職

令和8年4月1日（見込）

令和7年4月1日

平　均　年　齢　（歳） 40 歳 11 月

平均給料月額　（円）

平均給料月額　（円） 326,588

平均給与月額　（円） 365,483

317,553

平均給与月額　（円） 349,445

平　均　年　齢　（歳） 44 歳 4 月
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※　括弧内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

３　級 25 22.3

４　級

令和8年4月1日（見込）

令和7年4月1日

計 112 100.0

計 108 100.0

１　級 20 17.9

２　級 20 17.9

　　　　　　　　     （1） 　　　　  　　 （100.0）

9 8.3

５　級 19

区　分

３　級 31 28.7

　　　ウ　級別職員数

６　級

一般行政職
主　事 主　任 主　査 主席主査 主　幹 ・ 課長補佐

 課　長 ・ 事務局長
参　事 ・ 専 門 監

　　（級別の標準的な職務内容）

１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

　　　　　　　　     （0） 　　　　  　　 （100.0）

13 11.6

５　級 22 19.6

６　級 12 10.7

17.6

６　級 12 11.1

４　級

一般行政職

級 職員数（人） 構成比（％）

１　級 24 22.2

２　級 13 12.1
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号給数別内訳

号給数別内訳

本
年
度

（
見
込

）

前
年
度

比 率 （ B ） ／ （ A ） （ ％ ） 94.4 94.4

４号 給 （ 人 ） 52 52

６号 給 （ 人 ） 21 21

８号 給 （ 人 ） 1 1

１号 給 （ 人 ） 0 0

２号 給 （ 人 ） 9 9

３号 給 （ 人 ） 12 12

比 率 （ B ） ／ （ A ） （ ％ ） 92.7 92.7

職 員 数 （A ） （ 人 ） 107 107

昇 給 に 係 る 職 員 数 （ B ） （ 人 ） 101 101

４号 給 （ 人 ） 67 67

６号 給 （ 人 ） 20 20

８号 給 （ 人 ） 5 5

１号 給 （ 人 ） 0 0

２号 給 （ 人 ） 6 6

３号 給 （ 人 ） 3 3

　　　エ　昇給

代表的な職種

一般行政職

職 員 数 （A ） （ 人 ） 109 109

昇 給 に 係 る 職 員 数 （ B ） （ 人 ） 101 101

区　分 合　計
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※　括弧内は、再任用職員に係る支給率。

備　考

本年度 24.586875 33.27075 47.709 47.709

前年度 24.586875 33.27075 47.709 47.709

定年前早期退職45歳以上の者1年につき3/100加算

（59歳（定年前１年）にあっては2/100）

定年前早期退職45歳以上の者1年につき3/100加算

（59歳（定年前１年）にあっては2/100）

区　分 支給率計（月分） 備　考

本 年 度

前 年 度

国 の 制 度

区　分
２０年勤続の者

（月分）
２５年勤続の者

（月分）
３５年勤続の者

（月分）
最高限度
（月分）

その他の加算措置

　　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

2.325 2.325 4.65

(1.20) (1.20)

　　　キ　地域手当

全地域 4.0 109 4.0

支給対象地域 支給率　（％） 支給対象職員　（人） 国の指定基準に基づく支給率　（％）

国 の 制 度 24.586875 33.27075 47.709 47.709 定年前早期退職特例措置2～45％加算

2.30 2.30 4.60

(1.225) (1.225) (2.45)

2.325 2.325 4.65

(2.40)

　　　オ　期末手当・勤勉手当

支給期別支給率

６月（月分） １２月（月分）

(1.225) (1.225) (2.45)
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なし

住居手当 異 持家　　4,500円

通勤手当 同

　　　ク　特殊勤務手当

　　　ケ　その他の手当

扶養手当 同

区　分 国の制度との同異 差異の内容
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(単位：千円)

1 普通債 698,060 603,511 93,300 81,947 614,864

(1)総務 245,580 218,309 83,600 44,576 257,333

(2)民生 1,312 788 525 263

(3)衛生 0 0 0

(4)農林水産業 475 0 0

(5)土木 266,770 237,113 25,790 211,323

(6)教育 183,923 147,301 9,700 11,056 145,945

2 災害復旧事業債 6,875 5,500 1,375 4,125

3 その他 1,954,871 1,731,873 203,146 1,528,727

(1)減税補てん債 2,350 660 660 0

(2)減収補てん債 14,029 12,756 1,273 11,483

(3)臨時財政対策債 1,926,512 1,711,161 198,789 1,512,372

(4)一般会計出資債 11,980 7,296 2,424 4,872

2,659,806 2,340,884 93,300 286,468 2,147,716

当該年度中
起債見込額

当該年度中
元金償還見込額

合　計　

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区      分
前前年度末
現 在 高

前 年 度 末
現在高見込額

当該年度中増減見込額
当該年度末

現在高見込額
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